
４ ． １ ０ .５ 

杉 並 区 広 報 課 

 

北朝鮮の弾道ミサイル発射に抗議する声明について 
 

北朝鮮の弾道ミサイル発射に抗議するため、下記のとおり杉並区長の声明

文を発表します。 

 

 

【声明文】 

昨日、北朝鮮が発射した弾道ミサイルは、青森県上空を通過し、太平洋上

に落下したとのことです。 

こうした北朝鮮の挑発行為は、北東アジア地域のみならず、国際社会の平

和と安定に深刻かつ重大な脅威となるものであり、断じて容認することはで

きません。 

ここに杉並区は、我が国における「原水爆禁止署名運動」発祥の地であり、

世界の恒久平和と核兵器の廃絶を願う「平和都市宣言」を行った自治体とし

て、今回の暴挙に対し、厳重に抗議します。 

 

令和４年 10月５日 

 

 

杉並区長 岸本 聡子 

 

 

 

【問い合わせ先】  

区民生活部管理課：０３－３３１２－２１１１ 内線３７５１ 

総務部広報課：０３－３３１２－２１１１（代表） 

 

 


